
 
                 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 ６ 日  

総合政策局参事官(社会資本整備) 
 

津波防災地域づくり推進計画作成ガイドラインを改定しました 
～推進計画の作成プロセスを明らかにした、実用的な内容に改定～ 

 

 国土交通省は、地域の実情に応じて津波防災地域づくりを総合的に推進するための

計画（推進計画）の作成を促進するため、「津波防災地域づくり推進計画作成ガイドラ

イン」について、市町村の実務担当者にとってより実用的になるよう内容を見直しま

した。 
 
 平成２３年１２月に成立した「津波防災地域づくりに関する法律」では、津波防災地

域づくりを総合的に進めるため、市町村は、ハード・ソフト施策を地域の実情に応じて

効果的に組み合わせて総動員する「推進計画」を作成することができることとされてい

ます。 
 
国土交通省では、平成２８年６月に「津波防災地域づくり推進計画作成ガイドライン」

を策定しましたが、今般、平成２９年度に実施した政策レビューにおいて明らかになっ

た市町村が抱える計画作成上の課題を踏まえ、計画作成プロセスを明確化し、計画作成

にあたっての工夫や留意点を新たに盛り込むとともに、市町村の検討状況等に応じた構

成（基礎編、実践編、参考資料編）に見直すなど、実用的な内容に改定しました。 

 

これまでのガイドライン 新しいガイドライン

 主に津波防災地域づくり
に関する基本指針を解説

 当時既作成の自治体の事
例を参考に推進計画作成
のきっかけ、メリット等
を掲載

（平成28年6月策定）

 担当部局の決め方、既存計画の
活用等を含めた作成プロセスを
明確化

 H29年時点で既作成・作成中の
自治体の取組を踏まえ、計画作
成の工夫、留意点を反映

 市町村の検討状況に応じた基礎
編、実践編に加え、推進計画の
ひな型、活用データ等を整理し
た参考資料編を用意（３編構
成）

（平成30年4月策定）

未作成の市町村が思う計画作成時の隘路

①担当者が少ない・
不足している

②計画の具体的な
イメージが持てない

③計画作成の手順・
方法がわからない

④制度の概要や計画作成
のメリットがわからない

⑤近隣市町村等で
計画を作成した参考
となる事例がない

⑥その他
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（注：651自治体の回答（複数回答を含む）の集計による）

計画作成について、
より実用的なガイドラインに

市町村の抱える課題に対応

 

 

津波防災地域づくり推進計画作成ガイドライン 

（国土交通省ＨＰ）http://www.mlit.go.jp/common/001230612.pdf 

 
問い合わせ先 

国土交通省 総合政策局 参事官(社会資本整備)付  四反田、三浦 

電話 03-5253-8111(内線 24239,24238）、03-5253-8982(直通)、FAX 03-5253-1548 

http://www.mlit.go.jp/common/001230612.pdf

